
性犯罪前科に係る誓約 

 

【誓約事項】 

私は、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者によ

る児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号）第２条第

８項に規定する特定性犯罪事実該当者ではありません。 

※ なお、本誓約書署名時に同法第２条第７項第６号が委任する政令が制定されていない場

合であっても、青少年健全育成条例や迷惑防止条例等の条例における同号イからニに定め

る行為に対する罰則について、前科がないこと（当該前科に係る特定性犯罪事実該当者に該

当しないこと）を、本誓約書をもって誓約いたします。 

 

上記内容を確認の上，申込書の項目 10 にチェックをしてください。 

 


